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幕別町議会議員の定数及び議員報酬の 

あり方調査特別委員会会議録 
 

１ 日  時  令和８年６月２日 

開 会 午前９時 31 分 

閉 会 午前 11 時 19 分 

 

２ 場  所  役場３階委員会室 

 

３ 出 席 者  畠山美和 塚本逸彦 山端隆治 内山美穂子 小田新紀 長谷陽子 

        酒井はやみ 荒貴賀 野原惠子 石川康弘 岡本眞利子 小島智恵 

        藤谷謹至 谷口和弥 藤 孟 中橋友子 

議長 寺林俊幸 

 

４ 欠 席 者  田口 之 

 

５ 職務のため出席した議会事務局職員 

局長 佐藤勝博  議事課長 岩岡夢貴  係長 渡辺 優 

 

６ 審査事件  １ 議員の定数及び議員報酬のあり方に関する各委員の考え方の集

約・整理について 

        ２ 今後の進め方について 

        ３ 次回開催日程について 

        ４ その他 

 

７ 議事概要  別紙のとおり 

         

        

 

 

 

 

幕別町議会議員の定数及び議員報酬のあり方調査特別委員会委員長   中橋友子 
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◇ 内 容 

（開会 ９：31） 

○委員長（中橋友子） ただいまから第６回幕別町議会議員の定数及び議員報酬のあり

方調査特別委員会を開催いたします。 

ここで、諸般の報告をいたします。 

議会事務局長。 

〇議会事務局長（佐藤勝博） 本日、田口委員から欠席する旨の届け出がありましたの

で、ご報告をいたします。 

〇委員長（中橋友子） それでは、議事を進めさせていただきます。 

お手元のレジメに沿いまして、１、議員の定数及び議員報酬のあり方に関する、各

委員の皆さんのお考えについてであります。 

はじめに本日配布いたしております資料を説明いただきますが、議員の定数及び議

員報酬のあり方に関する各委員の考えの集約整理についてを議題とし、資料の説明を

事務局より、行っていただきます。 

議会事務局長。 

〇議会事務局長（佐藤勝博） 本日の配布資料についてご説明をいたします。 

初めに、資料の１ページ、議員定数のあり方に関する各委員の考え、集計表をご覧

ください。 

本資料は、５月15日に開催しました本特別委員会において、議員定数のあり方に関

する各委員のお考えをお聴きしましたので、その主な内容をまとめたものであります。 

会議録などを確認して整理しておりますが、記載内容に誤りなどがある場合には、

本特別委員会の中でご発言をいただきますようお願いをいたします。 

次に、資料の２ページをご覧ください。 

こちらも５月15日の本委員会でお聴きしました議員報酬のあり方に関する各委員の

考えについて、主な内容をまとめたものであります。 

議員定数と同様に、記載内容に誤りなどがある場合には、本委員会の中でご発言を

お願いいたします。 

次に、資料の３ページをご覧ください。 

本資料は、他自治体の議員報酬月額を記載したものであります。 

以前の議会運営委員会や全員協議会において、令和６年７月１日現在の資料をお示

ししましたが、全国町村議会議長会から、令和７年７月１日現在の資料が届きました

ので、その内容をもとに更新しております。 

令和６年７月１日現在と比較しますと、全国平均と全道平均では、それぞれ1,000

円から2,000円程度増額となっておりますが、十勝16町におきましては、変更はありま

せん。なお、表の中段の芽室町につきましては、二段書きをしておりますが、下段の

括弧書きには、今後改定が見込まれる報酬額を記載しております。 

次に、４ページをご覧ください。 

議員報酬の試算例であり、上段は、現行の月額報酬額に期末手当の4.65月分を含め

た報酬総額を記載しております。 

その下段以降には、試算例として、今回の特別委員会で各委員のお考えとしてお聴

きしました５つの案の報酬月額にそれぞれ改正した場合の試算例を記載しております。 

正副議長、委員長及び議員については、一律の金額を増額した場合の試算額であり

まして、あわせて定数別の影響額を表しております。 
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５ページをご覧ください。 

資料の見方の例といたしまして、報酬月額のお考えで、最も意見が多かった報酬月

額、26万2,000円とする場合の試算例、④でご説明をいたします。 

議員の報酬月額を現在の21万2,000円から26万2,000円とする場合、正副議長、委員

長、議員のいずれも一律月額５万円を増額した場合であります。 

期末手当4.65月と共済費を加えて、議員定数を現行の19人とした場合には、一番右

の列の報酬総額が1億344万1,920円となり、現行の報酬総額と比較し、1,773万4,980

円の増額となるものであります。 

同様に、議員定数を18人とした場合は、現行の報酬総額と比較し、1,251万1,500円

の増額、議員定数を17人とした場合は、728万8,020円の増額、議員定数を16人とした

場合は、206万4,540円の増額となるものです。 

表の見方といたしましてはこのような形になります。 

資料の６ページ以降は、これらの試算例の計算内訳を記載しておりますので、説明

は省略いたします。 

本日の配付資料についての説明は以上であります。 

〇委員長（中橋友子） ただいま、事務局から資料の説明をいただきましたけれども、

皆さんご覧いただきまして、質問、あるいはご意見ありましたらお受けしたいと思い

ます。 

いかがでしょうかよろしいですか。 

議論を進めていく中で、何か見つかりましたら、そのときでも結構です。お伝えく

ださい。 

それでは、次に入らせていただきます。 

一応なければこの資料の通りと言うことをまず、確認をしていきたいと思います。 

次に、議員の定数と議員報酬のあり方に関しましては、５月 15 日に開催いたしまし

た本特別委員会で、各委員の皆さんのお考えをお聞きし、それをまとめていただきま

した。 

内容についてはただいま説明がありました通り、１ページ２ページに掲載していた

だきました。本日の委員会についてでありますが、いよいよ本委員会としては、まと

めの段階に進めていくということをあらかじめ、お伝えして進めさせていただきたい、

このように思います。 

ただ、最終的な結論というのは、本当に深めた議論をしていきたいと思いますので、

まとめの段階に入っていくということを踏まえながら、深掘りをした意見をいただけ

ればと思います。 

具体的には、今一度、団体の方々と、この間行ってきました意見交換会。あるいは、

議会運営委員会による協議の経過、また、町民の皆さんと意見交換会を取り組みまし

たし、先日は広報委員会主催の議会報告会もございました。それぞれ定数報酬に関わ

る、関連する町民の方からご意見もいただきました。従って、こういったものを十分、

議論を尽くすという意味で押さえていただき、それを生かしていただくといいますか、

そこを踏まえて発言をお願いしたい、このように思います。 

本日は、前回 15 日に、皆さんからお聞きいたしましたそれぞれのお考えにつきまし

て、今述べましたように、各団体の皆さんや、それから町民の方の意見交換会の中で 

の、それをどのように位置付けて、この結論に至ったか、それぞれの皆さんのお答え

ですね、それに至ったかということについて、つまり、お示しいただいた、皆さんの
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お考えの要因や根拠について、これを、今申し上げましたように、各団体の方々から

などの声が背景にある場合は、それらも含めて、再度、皆さんからのこういったこと

で、自分は結論を出したんだと。今時点で、こういう考えがあるんだ、あるいは、こ

ないだこう言ったけれども、さらに深めたらこうなったというようなことも含めて、

事前に皆さんにそのようにもお願いしておりましたので、ご発言をお願いできればと

思います。 

まず、皆さんそれぞれ、自主的な挙手で進めていきたいと思いますので、手を挙げ

て発言されるように、よろしくお願いいたします。 

内山委員。 

〇委員（内山美穂子） 今、委員長がお話されたように、これまでいろんな団体の方の

お声をお聞きしながら、自分の意見も言って参りました。そういういろんな町民の方

と対話する中で、定数を減らしたら、多様な声が聞けなくなるですとか、一人ひとり

の負担が重くなって、かえってなり手が減るのではないかとか、様々な切実な懸念も

伺ってきました。私たちが守っていかなければならないのは、町民の皆さんの声が町

政に反映される仕組みそのものだと思います。その仕組みを次世代に引き継ぐために、

私はあえて定数２減。報酬５万円増という決断に至りました。 

まず、定数についてですけれども、定数についてはこれまで何度も、自分の考えを、

お話してきました。19 人を維持すべきというご意見の根拠は、主に多様な声の集約を

するということにあったと思います。江藤先生や山崎先生がお話していましたように、

議会は住民自治の要であり、その質をどう高めていくのかが重要だという考え方には

共感していますし、安易な削減であってはならないと思っている反面、現状を直視し

なければならないと思っています。 

その一つが前回の選挙が無投票になったという点です。そして音更町が定数を 18

人減らしたことで、現在幕別町は全国の町村で、最も定数が多い自治体になっている

ということです。類似団体の平均が、これまでの資料によりますと約 13 人から 14 人

であることを踏まえますと、17 人という提案は、決して過度な削減ではなく、多様性

を確保しつつも、議論の密度を高めるために、適正だと考えます。17 人にした場合、

こないだ意見を言いませんでしたけれども、委員会を２つに再編し、一人ひとりが発

言する機会が確保できるように、より専門的で質の高い議論ができる体制を整えるこ

とが重要だと思っています。 

次に、関連するので報酬についてです。 

定数を減らすからこそ、議員にはこれまで以上に質と活動量が求められます。金額

の根拠ですが、今までも言ってたかもしれないですけれども、これまでの意見交換も

踏まえまして、現役世代、若い世代が、家業や仕事を調整しながら議員活動に力を注

ぐためには、27 年間据え置いていた現在の 21 万 2,000 円では、十分ではないという

ことです。 

また、議会などでは、議員が何をしているかわからないという声も多く聞かれまし

た。そこで政務活動費を導入し、その使途を公開することで、議員自らが調査研究を

行う姿を可視化することができるということが求められているのではないかと思いま

す。報酬を上げる一方で定数を削減するのは、町民に対する説明責任でもあります。

定数を 17 人にすることで、報酬を５万円増額しても、今資料にもありましたが、報酬

総額の増加分は約 730 万円程度に抑えられます。これは各団体などが、予算削減に耐

えている現状もありますし、議会もまた、自らを律する姿勢を示すために、不可欠な
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選択だと思っております。定数現状維持の根底にあるのは、幕別町を良くしたいとい

う熱い思いだと理解しています。多様な人材が立候補しやすいようにということも、

人口が減ったとしても、行政事務の量は変わらないということも、理解しています。

しかし時代は変わっています。今のままの体制で、なり手を待ち続けるのではなく定

数を適正化し、活動基盤を整え、誰もが挑戦したくなる、誇りある議会へとつくり変

えること。これが多様な声を、この先も町政に届けるための道ではないかと考えてお

ります。次期改正を単なる人数の調整ではなく、幕別町議会の新しい形をつくるスタ

ートにするため、ぜひこの方向性で進めていただきたいと思います。 

以上です。 

〇委員長（中橋友子） ただいま内山議員からご発言をいただきました。 

他の皆さんのご発言もお願いしたいと思いますし、今、内山議員にお示しいただい

たところで、この点はどうなんだろうとか、発言の中で、もっとお尋ねしたいという

ようなことがあれば、遠慮なく手を挙げていただければと思います。 

塚本委員。 

〇委員（塚本逸彦） 今、内山委員より丁寧なご説明ありましたけれども、やはり住民、

それから各種団体との協議においても、様々な意見があり、中にも住民の方々の思い

というか、我々とコミュニケーションが不足している部分も露呈されましたけれども

そういったことが起因による、お互いの認知不足という部分での意見も見られたかと

思いますので、やはり情報がまだ住民の方には少なかったかなという部分はあります

が、それにしてもそれぞれどれが正しいというよりも、どれを選択していくか、この

議会がどう選択していくかということが求められているかと思います。先ほど内山委

員言われたように、昨今の事情、そして、当然、幕別町だけではなく、各自治体も懸

念されていたことですが、人数が減ることによって住民の声が聞き取りにくくなる部

分。なおかつ今の時代は変わって他に連絡を取る例えばＳＮＳとかＬＩＮＥとか、そ

ういった通信環境ですね。そういった部分でのやりとりも可能になった部分もあり、

その辺はもう時代とともに変わっていくんだなっていう部分もありますので、いずれ

にしても、ある程度、本来議運のこの数字、以前も申し上げましたけど、定数 17、そ

して報酬は本当はもっと上げたいんですが、色々な諸事情を考えて５万円アップとい

うところで私は思ってますけれども、その線でまず、議会として責任を持って決めて、

そしてそれに見合った活動を行っていく。そして議員の学校、その他サポーター、そ

ういった部分を取り上げて、議員と住民との繋がりを太く持って、お互い理解を深め

てなり手に繋がっていくような活動もしていけたらなと思います。やはり議会として、

今後、今日、今年、来年、もっと短いスパンではなくもっと 10 年 20 年、人口は確実

に減ってくるという予想の中で、どう築いていくかという部分を考えますと、その数

字が、私は妥当かと思います。 

〇委員長（中橋友子） 以上で、皆さんいかがでしょうか。 

酒井委員。 

〇委員（酒井はやみ） 初めに前回の意見の集約表いただいたんですけど、前回は、私

は明言なしということでなっているんですけど、前回のときは、町内とか議会の中の

議論が二分しているという状況があったので、今後の進め方についての意見として、

述べたものであって、定数については、以前から現状維持ということで変わっており

ませんので、そこは改めてご確認をよろしくお願いします。 

その上で、今回の意見交換会の資料を受けまして、改めて安易な定数削減がいかに
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現役世代の参入、挑戦を躊躇させるかということが浮き彫りになったなと思いました。 

まずＪＡ青年部の皆さんからは極めて切実な声が上がってました。 

このように書いてます定数を削減されると一人ひとりの責任がすごく重い、議会に

時間を取られ、仕事、つまり農業ができなくなる。若い世代は定数を削減されると参

加しないといけないという責任が重い、現役世代なら踏みとどまらせてしまうという

意見がありました。定数を減らせば一人ひとりの活動量を増やさなければいけないと

さっきあったんですけど、一人ひとりの負担も増えて、実際民間で働いてる若い世代

や現役世代がますます立候補できなくなるというご意見だと思うんですけども、これ

はなり手不足の解消に、ある意味逆行することになりかねないというふうに思います。

先ほど、なり手不足の解消。定数を減らして、減らしながらどうやって若い世代のな

り手を確保することができるとお考えなのか、削減したほうがいいというご意見の方

には、伺いたいなと思います。 

それと、商工会の青年部の方からは議会の多様性と議会の熱量を求める前向きな期

待のご意見をいただきました。８ページでありましたが、若い人を出す多様性を持つ

ＩＣＴとか難しい時代になってくる。19 人でもいい。この人数で全員が同じ熱量でぶ

つかり合い、活発な意見交換をして、町民から意見を吸い上げてくれればよりよいも

のができる。全員が 100 パーセントのパッションとなって議員定数を削減したとする

なら、熱量が減ることになるというようなニュアンスの意見でした。メンバーが減る

のはもったいないと言われていました。町民が求めているのは定数削減っていうこと

ではなくてやはり議会が町民の声を聞いて活発に議論するということだと思います。

老人クラブの連合会の方が言われたように、無投票を安易な定数削減の理由にすり替

えることは、町民の無関心をさらに助長する危険があるということも、考える必要が

あると思いました。やはり 19 人の今の町民の皆さんの声を吸い上げて、活発な議論を

して行政をチェックし、政策提言をしていくこと。それが今議会が町民に示す本当の

説明責任であり覚悟だというふうに改めて感じました。定数削減で議会の活発化に繋

がるのかということは思ってることなんですけど、今ひとつ、質問したいことを出し

たんですけども、あと先ほど紹介したような老人クラブの方のご意見。定数を減らす

ことが、本当に減らすことで、町民の皆さんの関心や信頼を、高めることに繋がるの

かということについてはどのようにお考えなのかなというのを伺いたいと思いました。 

ひとまず以上です。 

〇委員長（中橋友子） 質問が出されましたのでね、先にお答えいただいた方に、発言

していただいていいですか。 

今酒井委員からは、ＪＡ青年部から出された意見の中で、若者の立候補できなくな

る環境、さらに削減することによってつくるんじゃないかと、そういう若者の疑問に

どう答えられるんですかというのが一つ。 

もう一つは、老人クラブの皆さんから、減ることによって、町民の関心と、それか

ら信頼が失われていくのではないかと。声を吸い上げて、活発にやるということが求

められるんだけど、その二つについて、先にご発言された方、お答えいただけること

があれば、発言していただけたらと思います。 

内山委員。 

〇委員（内山美穂子） 青年部の皆さんの声で老人会のそういった声。私は本当にそう

なんだなと受けとめております。本当に定数だけの視点で考えたら、現状維持という

ことでいいと思うんですけれども、定数だけで考えられない、いろんな要因が、先ほ
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ど根拠をお示ししましたが、その中で、あえて少ないということで判断したのであっ

て、皆さんの払拭を解消できるような形で努力していかなければならないというよう

なことが答えです。ちょっとすれ違うかもしれないですけど。 

〇委員長（中橋友子） 塚本委員。 

〇委員（塚本逸彦） 定数が削減すれば若い人が出られなくなるんではないかという意

見も確かにありました。であれば今まで、もっと出てたはずなんですよね。現状も他

の地域も、以前も仲間内の話でお話したときに、多数の立候補者が出るところでもや

はり若い方が落選する確率は非常に多い。これは全国的に言えることで、地盤とかい

ろいろそういった部分もあったり、幕別町の場合に限って言えば若い人、今までどう

だったのか、若い人が出てたのかということあればそうとも言い切れない部分があっ

て、もっと違うところに原因があるんではないかと。だから今定数を増やす、現状維

持にすれば若い方、また減らせば若い方出にくくなるということも、確かに排除はで

きませんけれども、やはり根本的にもっと違うところに、理由があるのではないかと

考えています。 

やはり報酬も含め、そして先ほど申し上げましたし今議運の方でも取り組んでらっ

しゃいますけれども、住民の意見にもありましたが、やっぱり住民と議会との認識と

いうか、共通。コミュニケーション。そういった部分を図ることによって定数に関わ

りなく、若い方も出てみようとなってくるのではないかと思いますので、その辺はや

はり、今後これはずっと定数が増えようが、削減しようが、議会として取り組んでい

かなければならないことだと思いますので、そういったことを通じて、若い方、たと

え定数が削減になったとしても、よしやってみようといった方が出てきてくれるよう

な努力も我々もしなければいけないかと思っております。 

〇委員長（中橋友子） はい、ありがとうございます。 

それぞれのやりとりがございましたが、続けてもよろしいですし、他の皆さん、今

の受けとめも含めまして、ご自分のお考え。この考えに至った根拠などを、ご発言。

最終的には全員の皆さんにご発言いただけたらなと思いますので、ご協力よろしくお

願いいたします。 

小田委員。 

〇委員（小田新紀） 今の議論にも関わりながらお話をさせていただければと思います。

私はもともと議員定数については、減らすべきではないという考えではおりました。 

その理由としては、まさに今酒井委員がお話いただいたような議員には、理由につ

いて同じように思っていましたし、今の考えも基本的には変わりはないです。そこの

部分については、議員を減らすことによるメリットを考えても、あまり思いつかない。

正直、類似団体どうのこうのというような、いろんなお話もありましたが、その先に

減らした類似団体が、その後、どのような議会活動をしているか、あるいは他町がど

ういうふうに活性化されたか。そういったことも、自分の知る限りでは、あまり良い

方向に向かってないと認識はしていますし、一般論からいって人を減らすことによっ

て、いいことはほとんどない。今までは無駄であれば別ですけど、ほとんどないと思

っています。なのでやはり、我々が目指す、今の議員とかではなくて、やはり我々が

こう考える幕別町議会であったりとか、幕別町がこうあるべきだというようなことを

考えたときには、本当に、現状維持以上というようなことというのは必要だとは思い

ますが、その上で町民の皆さんとの意見交換会とか、それから議運での話も色々踏ま

えて、もっと定数を減らしたほうがいいのではないかという意見が多いかと思ってい
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たんですけれども、意外に現状維持だったりとか、増やした方がいいんじゃないかぐ

らいの、話もないわけじゃなかったですけれども、そう言った意見もあって、皆さん

の数だけではない根拠のお話を聞く限りでは、かなり同感するところというのはあり

ました。ありましたが、それらを踏まえた上でというところで、すみません前置きは

長いですけど、最終的にはやはりこの話というのを、収束を、終わりじゃなくて、納

めてくための収束という方向に持っていくということで考えていくにあたっては、や

はり、総合的にいろんなことを考えていく必要が、最後はあると思ってますので、幕

別町として、今後の議会として、議員定数はこの人数だ、議員報酬はこの額だって、

このいわゆるあり方というのは、議論してきたわけですし、それについてはあるんだ

けども、それらを踏まえて最後は、本当に繰り返しなりますが、総合的にやはり考え

ていくということを、やはり収束段階ではしていかなければいけない。議論として。

と思っています。 

そうした中で、報酬について、町民の皆さんも、上げるということに関してはほと

んど賛同いただいたのかなと思っています。その額がどうだというところであります。

もうこれは本当に、皆さんのいろんな視点でバラバラとか様々な意見があって、あと

は我々が自分自身がどう考えるかというところかなというふうに押さえています。Ｊ

Ａ青年部の皆さんの、そんなに上げなくてもというご意見。意外に、そうなんだと自

分は思ったところもあったんですけど、ただ、自分の個人的なあれですけど、振り返

ってみると確かに最初になる頃は、そんなにもらえるんだというような思いも、あっ

たことは間違いないんですね。ただそれは、今の自分の生活自分の仕事が保たれた上

で、議員活動をして、プラスアルファでというような報酬で考えると、確かに多くい

ただくなっていう感覚はあるんですけども、やはり実際こうやって仕事をさせていた

だいて、いろんなこうやるべきこと、やったほうがいいことは多々ありまして、ある

程度自分の仕事というのを、今までのようにはできないというのは間違いなくあるわ

けですし、私個人で皆さんがどういうふうなあれなのかちょっとわかってないですけ

ど、私個人で言えば今日ここに来るのも仕事を休みにしてきたりとか、有給にして議

員活動をしているというのが、多分一般のこれから入るかと思う、そこまで優遇して

くれる会社そんなにないと思うんで、そういうのが現実だろうなと思うんですよね。

そうなったとき、そして給料じゃないですけども、物価高であったりとか、いろんな

ことを考えて、生活の年齢的に積み重ねていくってなったときには、やはり活動に見

合っているか見合ってないかというところの判断が、その時にできるかなというふう

に思うんですね。そういった意味で、今の自分の状況だったりとか、これからの目指

す議員の姿、議会がどうあるべきかを考えたときに、やはり 30 万という数字っていう

のは、最低限必要だろうなと思います。すいません、色々な話だったんですけど、そ

う考えたときに先ほど申し上げた総合的に考えるというところの中で、金額と報酬と

定数とのバランスというところは、本来考えるべきではないんですけど、最後の議論

の収束にあたっては、やはりそこはどうしても考えざるを得ないだろうなと思ってい

ますので、いろんな町民の皆さんからいただいた、意見も踏まえてというかですね、

そうだろうなという意見ばかりであったので、であればそういったことで最後、判断

していかなければいけないなと考えています。 

〇委員長（中橋友子） ありがとうございます。 

総合的に収束といいますか。まとめていかなければならないというところは、事実

です。どうまとめるかは別にしましてもね。 
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酒井委員。 

〇委員（酒井はやみ） 先ほどのご意見をちょっと伺いたいんですけど、町民の方に説

明するときに、そしたらこれだけ意見寄せられて、さっきの話であったら、やはり議

員の報酬をきちっと上げなければいけないというところから、定数はやむを得ず減ら

しますという説明をすることになるのかなと聞きながら思ったんですけど、どのよう

に説明するのかというお考えか伺いたい。 

〇委員長（中橋友子） 小田委員。 

〇委員（小田新紀） 10 秒で説明しろと言われたら、今みたいな説明になるかなと思う

んですけども、いずれにしても、すべての町民の方が 100 パーセント理解いただくと

いうことはないと思いますし、それぞれの視点それぞれの立場の方がいらっしゃるの

で、あると思うんですね。 

だけど、我々が説明するにあたっては、ここで話された議論のこういうような意見

もあって、こういうような意見もあってっていうようなことをちゃんと説明するとい

うことが、我々に課せられた責務かなと思っています。その中で、民主主義なのでみ

んなで決めたことっていうことは、最後は尊重しなければいけないと思ってますので、

最終的にはそういった様々な、いくつかこういう視点でも出た、こういう意見も出た

ということが、ちゃんと我々が踏まえた上で、それをちゃんと町民の方に説明をした

上で、この議会の中で、このメンバーの中で、総意で決めたとしか言えないかなと思

います。 

〇委員長（中橋友子） 酒井委員。 

〇委員（酒井はやみ） いや、そうなんですけど、実際にその今のご意見を、皆で決め

るとなったら、その理由を言わなければいけないと思うんですよ。なのでそれを説明

するとなったら先ほど言ったような説明にしかできないんじゃないかという、皆さん

こういう意見、いろんな意見があった上で最終的に、さっきのような説明をするとい

うことになるのかなと思ったんですけど、そういう説明でいいとお考えなのかどうか

と思って。 

〇委員長（中橋友子） 小田委員。 

〇委員（小田新紀） おっしゃりたいことはわかります。 

どう説明していいかというのは、その相手の立場もあるので、わからないですけど、

シンプルにその報酬を上げるために定数を減らすという考えではないです。もちろん

そういうことではないですので、なので 10 秒で説明したら本当にそうなっちゃうんで

すけど、個人的なこと言えば、定数は、本来は減らすべきではないという視点ではあ

ると思っていますが、それを言ってしまうと報酬もですね、もっと自分の最終の主張

ではもっと上なので、35 ぐらいのことは考えていましたし、基にして考えようといっ

た原価方式ではもっと上という数字が出てるわけですので、ただそういった中で、い

ろんなことを総合的に考えて、そこまで報酬も 30 という数字まで下げてきたという、

ちょっと別の考え方、そんなに上かとなるかもしれないですけど、個人的には下げて

きたという押さえですね。そこの、いわゆるバランスを取ってというような・・・。

すいません、説明になりますか。 

〇委員長（中橋友子） よろしいですか。 

やりとりの中で、より解明されて、先が見えてくるという流れに、ちょっとなって

いるかなと思いますので、本当に皆さん忌憚のない、これまでのことを踏まえて、こ

このところで私はこう思ったからこういう結論なんだというようなことがね、この委
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員会としての最終的な結論になれるように、つなげていきたいと思います。 

引き続き、発言を求めます。 

石川委員。 

〇委員（石川康弘） 今、いろいろな意見が出ましたし、もっとと私は考えてはいます。 

まず定数のことなんですけども、定数減によって、町民の意見を集客できなくなる

というね、意見が多いんだと思うんですけども、私はですね、前回、ちょっとお話し

ましたけども、安易にこの議員という仕事をね、やはり捉えて出てくることは避けた

いなと思っているんですね。やはり資質を高めていくことによって、少数人数でも十

分私は補えると思うんです。数がいればいいということではないし、私たちも選挙に

臨んで、この議員になるときに、それ相当の努力をして、お金も使い、いろんな資金

もかかりますから、そういう努力をしてきているわけですから。集客できないからと

いって、例えば、現状維持とかもっと増やすとか、そういうことには非常にならない

と思うのですね。よく私は甲子園の野球を例えとしてよく話すことあるんですけども、

それぞれのチームが、例えば、50 人、100 人いる野球チームもありますし、それから、

10 数人で甲子園に出てくるチームもいらっしゃいます。人数多かったら、ほとんどが

出てきているかといったら、そうではなくて、少ない学校もたくさん出られるわけで

すよ。そういった意味では、これから幕別町も人口が減っていくわけです。その中で、

そのことも踏まえて、やはり私たちは、もう予算のこともありますしね。それを総合

的に考えると、やはり少人数で本当に資質を高めて本当に町のために努力するんだと。

確かに、若い人が、出るのがいいとは言いますけども、それは確かに若い人が出たほ

うがいいと私も思います。ただ、資質をね、下げたらいけないんだと思うんです。本

当にやはり若い人であっても、年配の方であっても、本当に町のために、しっかり尽

力をできる。そして、資質が高い、高めていける人。そういう人がやはり出て来たら、

町政については、十分な議論ができて、いい町を作り上げていくことができるのかな

と私は思ってます。 

ですから、もちろん、全国的なこともありますけども、この人数を言ったわけなん

ですけど、どっかで落としどころは決めなければいけないと思うんですけどもね。そ

ういう考えで、私は話をしています。 

また、報酬のこともちょっと話したいと思うんですけども、意見交換でいろんな話

を聞きましたけども、一般の町民の方々は、意外とその報酬をね、給料と勘違いをし

てる方が結構多いんですよ。私たちは、いわゆる自営業者みたいなもんですよね。そ

のいただいた報酬で、例えば、ガソリンを買い、また車を買ったり、活動するための

いろんなものを用意して、活動をするんですよ。だから、その報酬というのは、給料

ではなく、そういう活動資金ですよね。それと町民の方は給料と勘違いしちゃうから、

自分の給料と、議員のもらっている報酬を何か同じように考えているんですね。それ

を説明すると、そうですよねって答える方が結構いらっしゃったんですよね。ですか

ら、その辺のことをもっと説明していかないと、いきなり 10 万円以上上げるというこ

とは、非常に、まだ、時期尚早かなと思うんですね。そういう説明をまだまだ一般の

方々にも、理解してもらう時間は、まだまだ報酬については、必要なのかなと思いま

すね。そういった意味では、なるべく今の予算、議会の予算からあまり逸脱するよう

な金額にならないように、最低限抑えた形で上げていければ、一番理解されるのかな

と私は考えております。 

以上です。 
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〇委員長（中橋友子） 荒委員。 

〇委員（荒 貴賀） 私は逆の立場だったので、ちょっと発言しようかなと思いました。 

議会がどうあるべきか、今後、議会を、どういった形で、進めていくのかというと

ころが、すごく大切なんじゃないかなと思っています。議会地方自治法第 1 条には、 

住民福祉の向上を図ることが大前提で、私たちはここにいて、住民の声を聞きながら、

町に改善を求めて、まちづくりに対しての提言を行ってきてると思っておりますし、

定数が削減されることによって、必ずこの部分は弱くなることは間違いないです。多

様な意見を、視点を踏まえた場合に、多様な視点で多様な政策の提案を行いながら、

監視機能ですね、今本当何度も、お話してきたのですが、本当に町の行政がすごく複

雑化されて本当に学ばないと、もうわけわかんないような状況があって、でもその中

でもやはり住民にとってその政策が本当にどうなのかなっていうのがチェックする必

要があると思っています。そうしたときに、議会としてどう臨むのか、そういった人

たちが多く、いろんな立場で参加するからこそそういった立場に、いろんな視点で、

臨んで、議会全体としてどうなんだという判断ができるのではないかなと思っていま

すので、安易な削減は絶対にやるべきではないなと思っています。 

私はすごい感じたのは、いわゆる無投票だったときというお話が、前回もあったん

ですが、道新の方で人口はすごく少ないんですけど、皆さんも見られて私も前回お話

したんですが、定数は無投票だったので、剣淵町とか、2,600 人の人口で、人口が減

って、無投票なったので９人にしましたと。でも、今度は足りなかったからさらに８

人しました。それでもやはり、どういうふうになったのかって、現地の町議会の議長

はもうどうしたらいいんだっていうね苦悩も出ていましたし、興部町の方でも定数を

削減して、議会選挙に臨んだけど、やはり欠員になってしまったという話も出ていま

す。人口規模が違うので、あれですけど、ここで違ったのが８年ぶりに選挙戦があっ

た八雲町では、講座の事業者から立候補者が出たということがありました。 

やはりその、今はただ単に立候補を求めるってはなくて、住民のそういった人達、

住民をどうやって、議会の理解してもらって、議会に立っていただけるかというとこ

ろをいわゆる選挙に出るハードルを下げていくかということがすごく大切なんだなと

思っています。今、幕別町の、今後そういった方向で議運では議論がされてるところ

ではありますけど。私はまずここの視点をちゃんと捉えて、定数をどうするかという

ところは、やはり、こういった努力をしてどうだったのか、定数報酬をどうするべき

か議論があるべきであって、今の現状でどうだっていうのはやはりもうちょっと議会

として努力が必要なんじゃないかなと思っています。 

あと、専業化、いわゆる専門的な質を向上するというような話もありました。 

私、今小田委員の話聞いたときには、本当にそうだよなと思いました。やはり、い

ろんな人たちが出てもらうには、兼業して議会に出てもらうということはあるんだと

思います。地方議会には兼業することはもう認められていますので、そういったとこ

ろをどう保証していくのかということは、視点として必要なんだと思うんです。いや

そういう人たちが、どうなんだじゃなくて、そういう人たちも抱えて多様性が、議会

としてどう臨んでいくかということがすごく大切だと思うので、私はそういった人た

ちも参加できるような議会改革環境を整えるためには、もっと議論が必要であります

し、そういった人たちが参加できる議会を、持っていく必要があるんだろうと思うの

で、定数は現状を維持し、今の議会活動を維持しながら、改善に向けてはどうしてい

くかということは今後考えていく必要があるなと思います。今の現状ですとやはり、
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非常に参加できるのはやはり、リタイアされた方ですとか、専業でも、役員の方です

とか、議会に出るために、自分で一定程度裁量があったりですとか、それこそ先ほど

小田委員言われたり、理解が得られる職場じゃないとなかなか難しいんだろうなとい

うところを考えたら、もっとここは、議論する必要があると思っています。ちょっと

考えがまとまってなくて大変申し訳ないんですが、削減についても、先ほど山崎先生

とか江藤先生のお話もあったんですが、削減の最大の理由は、報酬や、いわゆる節約

であるんですよね。町全体の予算規模を考えて、議員報酬がどうなのかということを

しっかり考える必要がありますよと。経費削減と引き換えに、行政の非効率な予算執

行を見逃すようなことになってしまうと、地域の、将来設計を議論する場が弱体化し

ていく。そうすると、長期的な視点で住民にとって大きな損失になるという可能性が

あることをぜひ議論して取り組んで欲しいということを、江藤先生も山崎先生も言わ

れてましたので、こういった視点を取り入れ、取り込みながら、定数は考えていく必

要があるなと思って、私は現状維持も、むしろ増やして、私たちが参加できるような

環境を整えるべきだと思っております。 

以上です。 

〇委員長（中橋友子） 今の意見に対してでもよろしいです。再度減らすことのデメリ

ットが今強調されましたので、減らすことを選択されている皆さんも多々いらっしゃ

いますから、そういったことに対する、先ほどもありましたけれども、考え、反論で

いいんですよ。出していただければね、闘わせていきたいっていうふうに思いますの

で、どうぞ出してください。 

野原委員。 

〇委員（野原惠子） 削減したほうがいい、現状維持という２つの意見で、今いろいろ

議論しているというところですけれども、私は現状維持ですけどね。 

それで、現状維持の方の意見は承知していますという意見もありました。それは、

住民の声が議会に中々反映されないんじゃないか。そういうことで、現状維持の方の

考えも理解していますという意見も出されております。それで、類似団体で削減され

ていて、それから見れば 19 人が多いという意見を出されました。それで、現類似団体

で、委員が削減されたところの、そこの委員会が、どんな状況になって、例えば一つ

一つの委員会で専門性ありますよね。そこで、関わる委員が削減されたことによって、

そこの委員会とかの機能がどういうふうに、発展していったのか。人数が少なくなっ

ていても、関わる団体の、いろんな内容が高められていったのかどうか、そういう検

証を踏まえた上での削減でいいと考えているのか、それを、お聞きしたいなと思うん

です。 

それと、老人クラブの定数の問題についての、記述があるんですけれども、老人ク

ラブという方は、高齢の方多いですから、いろんな団体を経験してきた方が、構成メ

ンバー多いと思うんですよね。そういう中で、関わる団体の中で、委員が削減される

ことによって、隅々までその団体の意見が、出てこなくなったという発言も聞いてい

るんですよね。ですから、安易に削減はすべきでないと。意見を吸い上げるのに元に

戻そうと思ったら、中々委員の人数を増やすことができない。その機能を高めるため

に、人数を増やそうと思ったら増やすことができなかったという意見も聞いているん

です。そういう意味では、やはり類似団体ということの対比ではなくて、幕別の地域

を考えたときに、定数はどうなのかというふうな考え方も私必要ではないかと思うん

ですね。 
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それと、議員の質を高めるとおっしゃるんですけどね、議員の質って私何なのかな

と思うんですよね。皆さんも自分自身でね。議員になって何年経った方もいらっしゃ

ると思うんですが、その間自分の質が向上したのかどうか、向上するためにどういう

努力をしてきたのか。住民とって私達はどういう役割を果たしてきたのか、そういう

ことも検証しながら、この議会に臨まなきゃならないと思うんですけれども、私は質

の向上というのは何なのかな、これはその人それぞれの能力あると思うんですけれど

も、住民の声をどれだけ聞いて、議会で取り上げて、そして町政が、住民の立場に立

った町政になるように、どれだけ議員が努力してきたか、これが私の質の向上という

ことなのかなと思うんですけれどもね。やはり新しく手を挙げる方は、そういうこと

を目指して手を挙げてると思うんですけれども、私たちは模範にならなければなりま

せんよね。質の向上と言われますと。だから、それをどのように皆さん考えてるのか

なというふうに、ちょっと皆さんの声を聞きたいなと思っています。 

以上です。 

〇委員長（中橋友子） 石川委員。 

〇委員（石川康弘） ちょっと今、野原委員の反論というか、資質というとね、確かに

難しいところはありますけども、ただ、この議論する中で同じレベルの人たちの中で

の議論のような気がするんですよ。それぞれ違うと思うんです。やはり能力も、僕な

んかあんまり能力ないですけども。ある人は、もうすごくある人もいるし、本当に意

見ももうね本当にもうわかりやすくね、お話しする方もいらっしゃいますし、いろん

な方いらっしゃいます。そういった意味でねこの資質を高めていくっていうのは、今

回、モニター制度とか議員の学校とか、全国的に見てもね、こういうところから、学

んで関心を持って、町民が議員として立候補される方が出てきているわけですよ。で

すからこれからそういったことにやっぱり視点を置いて、そういう町民の、町政に対

する思いを、醸成させていく。そういうことを、やはりやっていく。 

それから、人数が減ることによって、結構デメリットと言いますけれども、今回、

各団体との意見交換会、僕はこれはすごく申し訳ないけど、一般の町民たちの意見交

換よりも、すごくレベルが高くてね、非常にいい意見がたくさん出てたと思うんです

よね。ですから、そういう各種団体との、私たちが、議論を、議員活動の中で、重ね

ていくことによって、いろんな意見というのは集約されて、町政に反映されていける

のかなと思うんですね。私、今までの、自分自身の活動でもどうしても、自分の知り

合いのところにこう行くものですから、どうしても知り合いってのは割と自分の意見

と同じ人が結構多いんですよね。そういった意味では、何か自分の資質であったり、

そういうレベルが高められていったのかなっていう疑問はちょっとあるんですね。そ

ういった意味では今回やられた各種団体との意見交換会は、すばらしかったなと思う

んですよね。ですから、そういう知恵を使っていくと。そういう人数を減らすことの

デメリットというのは、解消されていくんだなと私は感じているんですね。だから、

いかにその議員活動の中でこの議会のあり方をよく考えて、議員学校だとか、モニタ

ー制度、各種団体の意見交換、そういったことを、数多く重ねていくと、もっともっ

と町はよくなるし、町民の方々の関心度も上がってくるのかなと私は感じています。

そういった意味では、定数が減ることによるデメリットというのは、僕は十分解消さ

れていくというふうに私は感じています。 

〇委員長（中橋友子） 今のご意見も含めて、いかがでしょうか。 

藤谷委員。 
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〇委員（藤谷謹至） 今日こうやって議論を闘わせるところではないと思っていたので、

自分の前回言った意見の根拠というか、そういうことで考えていたんですけども、結

論から言うと、前と同じ考え方で、定数は 17 名。報酬は 30 万が妥当という考え方は

変わらないです。 

その根拠はと言われると、あれなんですけども、議員になるという、それぞれのバ

ックボーンって皆さん持ってて、よく選挙には地盤看板鞄といいますけども、やはり

何か後ろで持ち上げてくれる。自分たちは、議員になって皆さんの意見を聞くために

は、神輿の上に乗らないとならないですよね。神輿かつぐ人がいないと、当選はしな

いわけなんですよね。そういうバックボーンがあって、あるということは、私は一つ

を押さえておきたいなと思うんですけども。 

今まで、昨年の 10 月に意見交換やりましたよね。続いてまちトークカフェを１月に

やって、それから４月に団体の意見交換。３回、住民の方々から意見交換したわけな

んですけども、全員の方が議員定数がいくらがいい、報酬がいくらという、何対何と

いうか、数的には具体的には見えてこなかったんですけど、私は全体的に見ると、定

数は削減、報酬は上げていいという人の意見の方が多かったと思うんです。本当は、

出席された皆さんからその点について、しっかり答えをいただければ、よかったのか

なと思うんですけれども、中々話せない人もいるので、それは難しいのかなとは思い

ましたけども、あとその他に、それぞれ皆さん、先ほど言ったように、選挙のそれぞ

れのバックボーンで、自分の地域の方に、意見は聞いていると思うんです。意見交換

会、まちトークカフェ、団体の意見、私も今議会では、議員定数と議員報酬のあり方

検討委員会ということで、議運で何回も議論して、その他に特別委員会を立ち上げて、

こういうことをやってます。私の考えは、議員定数 17 名で、報酬は上げて、思い切っ

て 30 万がいいと思ってるんですということは、周りの皆さんには話している。その方

でいやそれはおかしいよ、絶対おかしいよと言われることは、私はなかったので、そ

れが、今、私が考えてる根拠。一番簡単に言ってしまえば、やはり議運で積み上げた

議論で、私、議運に入ってなかったんで。この中で、議運の人がやはり、僕より知識

は持ってると思うんですよね。議論をたくさん重ねてきた中で、この議運が積み上げ

た意見の中で、やはり一番の決定的なことは、他町村の音更町が 18 人、芽室町は 16

人、人口から行って幕別町は 17 人というのが、妥当なラインというか、議論していく

中で先ほど野原さんの委員会の考えもありましたけども、今の３常任委員会ではなく

て、２つの常任委員会にして、８名８名で構成して、常任委員会で議論を重ねていく。

その根拠は、他の議会は、３常任委員会ってのは、議員 16 名、17 中で３常委員会は

中々ないし、音更町も常任委員会は２つですから、議論を深めていく中でもその常任

委員会っていうのは、２つにして、もし、欠席されたときも、それで深い議論をでき

るような体制が望ましいのではないかと思います。音更町違いますか。 

〇委員長（中橋友子） ３つ。 

  藤谷委員。 

〇委員（藤谷謹至）失礼しました。 

議員定数を削減したら、17 名で、常任委員会２つ、そういう考えです。 

議員報酬 30 万の根拠は、30 万というのは、高いと思いますけれども、やはり若い

人、志がある人が出てくるには、今、５万円アップとか、中途半端な金額は私は全然

魅力がない。だから 30 万ぐらい思い切った金額でないと、本当に、例えば、若い人が

出るのに、夫婦で子供さんがいて、自分の仕事を辞められてそれで生活するといった
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ら 20 万でやれますか。まず、そんな中で、環境の中でやるって人はまずいないですよ。

奥さんからも絶対反対されますと私は思います。その意味で 30 万というのは、妥当な

ラインだと私は考えます。これ質問されたらちょっとあれなんですけども、私はそう

いう考えです。 

以上です。 

〇委員長（中橋友子） さあ、ご質問ありますか。 

徹底議論を尽くしましょう。 

本当に皆さんそれぞれ責任もって言ってるわけですから。ですから、反論ないなん

ておっしゃるけれども、固い根拠を持って言ってられるんだから、ぜひ、質問あった

ら答えていただくということで、よろしいですか。 

思い切って 30 万というのが出ましたけれどね。兼職に関しては、兼職規定っていう

のがあり、先ほど出てましたけれど、ありますので、ここはやっぱり私たちも、皆さ

ん兼職を持って出てられる方、いらっしゃる。公務員などの規定は厳しくありますが、

職場の中の同意をいただければ、それは可能だと。しかし現段階で、先ほど小田委員

からありましたように、ＯＫをもらえる職場はあるのかというふうになるとね、それ

は現実的には厳しいという側面もあることも、伝えさせていただきます。 

はい、それではまだ発言されてない方に移ってよろしいですか。 

藤 委員。 

〇委員（藤  孟） まず削減か定数維持か。私は、今、維持ということになっている。 

その最大の原因は、人口減ということ。最近新聞に、十勝はほとんど横ばいに近い

という数字が出ている。というのも、やはり企業家たちが、かなり努力して、いろん

な人口の増える企業を誘致したり、住宅団地を作ったりと、特に幕別町に関しては、

帯広市の単価から見たら非常に魅力的な単価ですから、まだまだうちの町は、未開発

の土地がありますので、そこに重点を置けば仕事をやれる。その礎に我々議員がやは

り力を入れていかなければだめなんだと。この前行ってきた留萌では、10 パーセント

以上の人口減です。十勝は５パーセントという本当に、自然現象というか、死亡率ぐ

らいの減少なんだなという感覚で、そこを最大の理由にして議員削減というのは、も

う少し研究したほうがいいかなと思います。 

あと報酬に関しては、十勝の企業で、６パーセント以上上げる企業はわずか１パー

セントしかありません。そのぐらい今もう企業を、経営者にとって、報酬を上げなけ

れば、人は来ない。だけど、その余裕はないというのが現状で、私の聞く範囲では５

パーセントぐらいが、上げれるのがもう限界だと聞いて、１万円ぐらいが、いいとこ

なのかな。それ以上上げれば、多分、経営者軍団には、我々の考えというか、理解さ

れないことになるんじゃないかなと私は思います。 

そういう意味で、あまり元気のいい数字であれば、それは、すごいね幕別町はって

なるけども、私たちはそうそういうことを狙ってこの会議をやってるんじゃなくてい

かに町民や経営者、商店の親方たちに理解してもらう。そういう数字を出さなければ、

そのために、熱弁を振るってるのだと思いますので、ぜひ、皆さん、考え方変えたら

いいんじゃないかなと私は思いますけども。そんなに豊かな企業は十勝には何社もな

いんじゃないかなと思います。 

以上です。 

〇委員長（中橋友子） 企業者の視点からのご発言であったかと思います。人口減少は、

これまでの交換会の中からですね。 



 16 

岡本副委員長。 

〇副委員長（岡本眞利子） 私は前回２減の 17 人と発言をしていますが、これまでの

選挙においても、私も何回か選挙を経験して、そして、やはり定数に満たないことは

なかったし、そして定数よりも、１多いか２多いことが１回ぐらいありましたでしょ

うか。そんなような状況で本当にそれが選挙にならなかったら、大変なことだって言

って出てきた方もいたりということで本当に志を持って出てきている人が何人いる

のかなということも考えました。この削減にはメリットもデメリットもあると思いま

すが、削減することによって、立候補しづらいとか住民の声が届かないっていう声な

ども上がってますが、やはりそれに関しては現状考えてみると、やはり今私たちこの

議員が、住民との対話をどれだけ進めているのかなというところが、自分も含めて、

住民とどれだけ対話をしているが、どれだけ住民のところに足を運んでいるかなって

いうとすごく自分は反省するところがたくさんあります。もちろんできてる方もたく

さんいらっしゃるんですけれども自分を顧みると、やはりそういうところが反省する

ところがあります。そんなところから、やはり、人数が減っても、もっともっと住民

と触れ合う場面を作ることによって住民の声も拾えるし、顔も見えるし、いろんな場

所に出ていくというところによって、よく言われる、どの人が議員かわからないとい

うような声が、上がらなくなってくるんじゃないかなと。やはり、私たちの活動の動

きがすごく少ないんじゃないかな。活動量の熱が、やはり、少ないんじゃないかなと

自分では反省したところですけれども、私たちは住民の代表ということもありまして、

しっかりとしたもっと自覚することが、重要じゃないかなと感じました。たとえ削減

しても、17 名でも、17 と私、言いましたけど、意識改革することによって、一人ひ

とりの責任はやはり大きくなりますが、それについても、やりがいにも繋がってくる

のではないかなと感じます。それで、振り返って、自分が選挙に出たときもそうなん

ですけど、どんな思いで立候補したのかということを振り返ってみると、どんな環境

であっても、議員って何をするかという意識がだんだん薄れているんじゃないかなと

いうふうに、立候補するときの思い、どんなことをやりたいどんなことをこういうふ

うに変えていきたいという、自分の力は少ないのかもしれないんですけれども、そん

な思いを持って立候補されているんだと思うんですけれども、だんだんとそれが時間

が経つことによって、議員としての熱量が少なくなってきているのかなと、そんなと

ころを各々ね、議員の熱量を増やすことによって、人数を削減しても、幕別町議会と

しては進めていくことができるのではないかなと感じました。また委員会も、活発な

議論にかけてくるんじゃないかという声も上がってましたが、もちろん人数が少ない

という意見の出ることも、多様な意見というところからですね、意見も少ないのかな

という思いもありますが、その前にやはり委員会に臨むのに、下調べをしっかりとし

てくることによって、いろんな質問が出てきて、課題も見えてくる。そういうふうに

やると一人ひとりが意見を出すことによって、活発な議論にも繋がってくるのではな

いかなというふうに私は感じまして、この２減の 17 人というふうな根拠として、挙

げました。また、報酬につきましても、今までここは報酬はもう皆様とも同じような

意見なんですけれども、やはりこれだけ５万のアップということを、やはり住民の方

には高いっていう方もいらっしゃるんですけれども、その中でもやはり今の活動が見

えないから、動きがないのに報酬だけ上げるのって何もやってないのに報酬だけ上げ

るのっていう声も上がっているというのは、やはり私たちの議員活動の動きがもっと

見えるようにしていくことによって、５万円アップしても住民には理解をいただける



 17 

のではないかなと感じます。 

以上です。 

〇委員長（中橋友子） ただいまのご意見に関して、ご質問ありますか。 

荒委員。 

〇委員（荒貴賀） 議会の活動を増やすということは本当その通りだなと思っています。

私自身も、まだまだ足りなくて、今回の意見交換会では、本当にいろんな視点でいろ

んな声を聞いて、それこそそんなことがあったんだなということが、文化協会さんの

問題とかもそうですけど、お話を聞きました。 

やはり、議員１人の活動量は限界があると思っています。先ほど委員も言いました

通り、いろんな活動をしながら、議会に臨むということが多様性にも広がります。そ

ういったときにもっと専門性だとか、議会の提案に対してどう臨むかというのは本当

に大切ですけど、今、それができてるかというと、私自身、なかなかできてないなっ

て思っています。正直なところ、最近は、中橋委員長の発言がなかったら、議会何も

ないで・・・。もっと一つ一つの議案に対して、しっかりと、臨む必要があるなと思

っていました。そういったところで、今一人ひとりの議員の活動を、もっと増やすと

いう意味で、やはり１人の委員の活動量には限界があるという中で、数が多いことで、

もっといろんな視点が踏まえるということがあるので、私は減らして、数を増やすと

いうことは、当然必要だとは思っておりますけど、なかなかそれで議会が、うちにと

って本当により良いものになっていくのかというところは、もっと議論する必要があ

るんだなと思います。この間、議員定数を削減したところは、さらに、住民の方から

ますます議会が遠くなると、住民からの、距離感が遠くなった。さらに議員が減った

らさらに活用量が減って、もっと議会が見えなくなって、定数削減という、スパイラ

ルを招いているというのが今回、答申でも出てるんですよね。やっぱりこういった視

点を切り換えていかなきゃいけないっていうところに私はあるんじゃないかなと思っ

ています。 

〇委員長（中橋友子） 質問ではないですね、ご意見ですね。 

大分出尽くしてきましたけれども、何人かの皆さんは・・・。 

小島委員。 

〇委員（小島智恵） 発言していなかったので、根拠が求められるということなんです

けども、根拠といいましても、前回も各委員の発言を伺ってますけども、その根拠を

どこに求めていくのか。それぞれの視点でどこを取り上げていくのか、それぞれ違っ

てきますので、この根拠といいましても、非常に難しいなと私は思っております。 

そして、町民の意見交換も本当に多様な意見がありまして、結論出たとしましても、

小田委員おっしゃる通り 100 パーセント全町民に理解されることにはならないのかな

と思います。町民の間でも、意見が完全に分かれるものもありましたし、グループや

団体ごとでも違いがあったようにも思います。そんな中で、総じて見るとするならば

肌感覚も含めましてですけども、前回申した通り、報酬を上げ、定数は削減する、そ

ういう方が若干多かったのではないかという印象は持っております。それについては、

藤谷委員も同様に発言がありました。そして私は根拠については、いただいた資料、

類似団体の資料に立ち返ってしまうんですけども、私はその人数で運営が可能という

認識ではありまして、幕別に当てはめて算出すると 14 人なんですけども。各委員どな

たも 14 人と発言している方はいなくて、そうなると根拠は崩れるんですけども、14

人の次に多いのが 16 人ということで、削減の影響も考慮し、16 人ということにした
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んですけども、前回 16 人と発言したのが石川委員と私だけになってくるんで、もし今

後決をとるとしましたら、町民の意見である、定数削減。それは人口減少という理由

が多かったんですけども、まだ現状維持するという発言がある中で、その定数削減を

実現していくためには、前回 17 人という発言が多かったものですから、１人多くはな

るんですけども、私も 17 人という意見に変えていくしかないのかなというふうには今

思っております。17 人という数字は、音更と芽室の間に位置して、収まっていくのか

なと思っております。そして報酬を上げることについては、町民の意見では、若者に

出てもらい、人材確保するとか、質を上げるなどの理由もありましたけども、一方で

財政を懸念する声があって、定数を削減し、総額的に報酬を考えるといった声もあっ

たんですけども。大幅な増額は、町民の理解を得られないというふうには思っており

ます。もし大幅な増額をするのであれば、17 人ではなくてもっと削減しないと、町民

の理解はえられないのかなというふうにも思ってしまいます。 

それで、前回プラス５万円と発言したんですけども、若い人に立候補していただき

たい思いはもちろんあるんですけども、ただし今言ったように、財政面で町民の理解

えられるのかという、そういう、そこの理由から、上げてもプラス５万円だと思いま

す。今日説明を受けた資料では仮に 17 人プラス５万円にしたら現行より 720 万円あま

り増えていきます。財政負担が増えることに、なりますので、その増える分は次議員

になられたなられる方に、より議員活動、議会活動頑張っていただく。それで町民に

理解していただく、そういった考えにも収めるしかないのかなと思っております。 

〇委員長（中橋友子） 根拠につきましては、それぞれ違うと思います。 

ただ、事前にお知らせさせていただいたように、今までのものを全部トータルで、

受けとめた上でどうなのかというようなふうになってきますのでね。忌憚なく発言し

てください。 

畠山委員。 

〇委員（畠山美和） 内山委員とか、小島委員とか削減とおっしゃった方々と同じよう

な意見になるかもしれませんが、私としても定数は、17 名に削減し、報酬は５万円増

額とすべきであると考えています。その曖昧な根拠ですけど、町民との意見交換会で

は報酬を上げるなら定数を減らすべきという声が、多少多かったかと思います。人口

がより、多い音更町でさえ 18 名と削減しています。定数を２名削減することで生じ

る財源を報酬に充て、総額としての財政負担を抑えつつ、議会自らが、身を切る覚悟

を姿勢で示すことが大事かと思いました。それと、令和５年の選挙が初の無投票とな

ったことで、議会の緊張感低下を招く重大な警笛ととらえ、定数を 17 名に絞ること

で、競争環境をつくり出し、議員一人ひとりの資質と議論の質を高める少数精鋭の体

制へと移行していかなくてはならないと思いました。報酬に関しては、27 年間に及ぶ

経済的実態との乖離の是正と考えて現在の報酬は、道内の人口２万人以上の町で最低

であります。この 27 年間に、北海道の最低賃金が約 60 パーセント上昇しています。

今のままでは若手や現役世代が、生活の不安から立候補を断念してしまう可能性が大

きいと思います。生活ができる適正水準といえるかどうかわからないですけど、そこ

までの水準への引き上げは、なり手不足解消の、最低条件だと思います。報酬を引き

上げる以上、これまで以上に見える活動に励み、町民の負託にこたえる義務がありま

す。定数削減による効率化と、報酬適正化による人材確保の両立をできてこそが、次

世代の責任を持てる唯一の道ではないかと思います。地域の声が届かなくなるという

懸念もありますが、それは数の問題ではなくて議員個々の活動の質の問題と捉え、今
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の時代に求められているのは、旧態依然とした数による代表制ではなく、効率的で密

度の濃い議論ができる実効性の高い議会になることだと思います。時代の変化を無視

して、現状に固執することは、議会改革への信頼を揺るがすことに等しいと思います。

17 名へ削減することは、幕別町議会が体制を再構築し、持続可能な議会として進めて

いくことだと思いました。 

以上です。 

〇委員長（中橋友子） ただいまのご意見も含めまして、ご発言ありますか。 

町議会の再生という、発言もありましたけれど、再生ということは作り直さなけれ

ばならないという現状にあるということでありますから。 

谷口委員。 

〇委員（谷口和弥） 今日は午後から議運の皆さんが芽室に視察に行くということの機

会があったものだから、今日は、この特別委員会でどこまで議論するのかなというの

は、ちょっとわからないままで、当然、芽室への視察が、大変参考になるものである

というふうに思ってたものだから、ここでね、結論に近くなるような議論は、してい

かないだろうと思ってたんだけども、そんなので、おとなしくしてました。だけど、

聞いてるとやっぱり、ちょっとだけは喋ろう。 

議論の中で、議会運営委員会で随分と時間をかけて議論してきたんだということが

ありました。時間は確かにかけました。しかしね、考えてもみてください。私が特別

委員会にするということ２回に分けて発言したということもあったんだけども。結局

は、議会運営委員会では結論が出せずということになったと。それによって、その中

で私は、議会運営委員会の議論も生かして特別委員会に移行することを言ったんだけ

ども、それは採用には至らなかったという経過がありました。３月の議会の初日の本

会議で、この特別委員会の設置が提案されるんだけども、その時に私は３回質問して

いる。議会運営委員会で議論が足りなくて、特別委員会にして議論するのかというこ

とを発議者に３回。答えはなかった。３回ともみんなで議論することが大事だと。こ

ういう議論が必要だとかという答えは一切なかった。それは、議事録でもユーチュー

ブでも確認できることなのでしていただきたい。みんなで議論を始めるということは、

どこが起点になるかというと、今日は第６回目の会議です。１回目は、委員長副委員

長を決める程度で終わったかもしれないけども。だからね、議論は、始まったばかり

で、十分議論を尽くしてきたなんていうことは、ちょっとね、軽率に言わないほうが

いいんじゃないかな。みんなで議論し始めたのは、まだスタートしたばかりです。 

そして、私の考えは全く変わらないので、その点でもおとなしくしようと思った理

由でありました。全く変わってありません。今ここで、結論を出す。そういうことで、

次の選挙を迎えるべきではない。そのままで、迎える。そのことが、今、この議論の

中では、住民に説明できる中身ではないということは、それは考えです。これから、

芽室町議会に視察に議員の運営委員会の皆さんが行くと。ご存じの通り今日の朝刊で

はね、昨日の本会議で、報酬５万円アップが芽室町議会では議決されました。５万円

でなかった、９万 6,000 円だったか。それはね、北海道新聞一面と三面で紹介されて

いて、その中では、三面の記事の中ではね、16 の定数は変わらないで、次の選挙を迎

えての報酬アップだから、3,000 万円の議会費が増えると。その事の負担についても

ね、大変な額なんだけども、だけども芽室町議会との幕別町議会の違いは、やはり、

議会モニター制度があって、そこのお墨付きをもらって、この提案が、議会で議論さ

れてよしということをこの数字で議論してもよろしいこともらっての議論。幕別町は
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今回アンケートも取る機会がなかったし、結局諮問委員会ということの設置もできな

かった。ずっとこういう議論の中でね、やってきた中で、少し議論がね、いろんな話

出たけども、私にしたら、やはり根拠ということでは不十分で、抽象的で、資質なん

て言ったら、それ誰が、どういうモデルで、質がいいとか悪いとかって言われますか

ね。本当に、わからない言葉が出てきたりして、言いたいことは、もうそろそろ、今

日の午前中の議論は、それぞれ意見を述べたということの集約があっていいんじゃな

いかな。終わりでいいんじゃないかな。議会運営委員会の皆さん方が、議員学校や、

それから議会モニターやそういった制度をちゃんと学んできて、そして返してもらっ

て、その上でね、さらに深めた議論をすることが必要だって、今それ抜きにねこれ以

上やる必要は、今日はもう十分じゃないかなと考えているところです。 

以上です。 

〇委員長（中橋友子） 野原委員。 

〇委員（野原惠子） 谷口委員の前にちょっと聞きそびれたことがあったんですけど、

畠山委員の発言の中に、現状維持に固執することが、時代に合わないという発言の内

容でよろしかったんでしょうか。そこがちょっとはっきりしなかったもんですから。

ちょっと確認の意味で、もう一度発言して欲しい。 

〇委員長（中橋友子） 畠山委員。 

〇委員（畠山美和） 今のとこですよね。時代の変化を無視して、現状に固執すること

ですよね。時代の変化を無視してというか、無視しているとは思わないが、若干不十

分かなという意味を込めての・・。 

〇委員長（中橋友子） 野原委員。 

〇委員（野原惠子） わかりました。だから時代の変化というところに、私はどういう

ことを言っているのか。その辺の、具体的な時代の変化というのは具体的にどういう

ことなのかということをちょっとお聞きしたいなと思います。 

〇委員長（中橋友子） 畠山委員。 

〇委員（畠山美和） 時代の変化としては、あれですよね。27 年間、報酬が上がってな

いのと、もう 20 年前も、今と比べたら大分周りも変わっているということでの時代

の変化ですよね。これもタブレット、今回ありますよね。それも議会の中でも時代の

変化として受けとめる。これもまた、これから先もこういうものも出てきて、さらに

もっとすごいものが出てくるかもしれない。それを使いこなせる人はやっぱ若い人だ

ろうし、使っていくんだろうしという部分も込めて、時代の変化なのかな。いや、色々

な意味を含めての時代の変化です。 

〇委員長（中橋友子） 野原委員。 

〇委員（野原惠子） これと定数削減とどう関係あるんでしょうか。 

〇委員長（中橋友子） 畠山委員。 

〇委員（畠山美和） 時代の変化の流れに沿っていくと人口減少も時代の流れですし、

ということも含めての全体的な世の中の流れだと思います。今と、20 年前を比べたら、

人口も違うし。使ってるものも違いますという意味合いもあります。わかりやすく言

ってるつもりですけど。 

〇委員長（中橋友子） よろしいでしょうか。 

野原委員。  

〇委員（野原惠子） 何かちょっとよくわからないですけども、私もタブレットはあん

まり得意ではないんですけれども、必ずしも議会活動にはタブレットだけではないか
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なと思うんですけれども。やはり、時代の変化っていうことは確かにあると思うんで

すけれども、でも基本的には、議会とか、それから議員の役割、住民の福祉の向上と

いうことでは、時代の変化の中であっても、基本的には変わらないものかなと私は思

うものですから、時代の変化に合わないってそこがどうなのかなということをお聞き

したかったっていうことです。 

〇委員長（中橋友子） 畠山委員。 

〇委員（畠山美和） はっきり言ってしまえば、議員の顔ぶれが変わらないっていうの

と一緒です。私から見ると、何十年もやっている方がいっぱいいるのはいいことです。

今まで頑張って、この町を良くしてもらってる方々なので、いいことですけど、それ

が長く続いていると、やはり町民も、関心が薄れるじゃないですけど、同じ人がやっ

てるんだなという認識のもといるので、興味がわかないのかなという、新しい人若い

人、もっと若い人が出てくるのは、こんな若い人出てくるんだって言って、興味を持

ってくれるのかなと。あとは、私もそうですけど、最初、立候補したとき、落ちまし

た。一生懸命やったんですけど落ちました。で、次どうするのって言われたときに、

私はやめようと思ってました。でも、1 回出てあんだけ頑張ったんだから、もう１回

出なさいと。言われて、頑張りますと言ってて、無投票でした。何とか、議員にはな

れましたけど、やっぱり、選挙じゃない、誰が応援してくれてるんだろうっていう不

安は常にあります。周りの応援してるよという、言ってくる人もいっぱいいますけど、

でもその中の人たちはやっぱり、私に聞くのは、議員は何やってるのとよく聞かれま

す。私ももともと出たきっかけの１つなんで、議員は何やってるんだろうって、町民

のときはずっと思っていたので、それを、中に入れないとわかんないなと思って出た

きっかけになったので、今こういう定数の話になって、そうだよなって、選挙になら

なかったことを前提にこの議論が始まってるので、だと思ってるんでね、私はその中

で、現状維持か削減か増やすかってなっていて、単純に考えると、無投票ということ

は、19 人が 19 人なので、無投票が嫌だったら減らすしかないって普通に思いました。

基本的には、減らすことで、今ここにいる人たちがまた次の、選挙のときに全員出る

としたら絶対選挙になるじゃないですか。 

減らすこと。それが最低条件として、削減として考える理由と思いました。 

〇委員長（中橋友子） 大変議論が白熱といいますか、交わされているところではあり

ますけれども、実は、12 時出発で、芽室に行くことも予定しております。なるべく皆

さんの思いを汲み取りたいということもありまして、今日のような展開になったんで

すけれども、次、日程を重ねて、今日の学習も受けて、より集約できる形に持ってい

きたいというふうに思います。本日はここで止めたいと思いますが・・・。 

小田委員。 

〇委員（小田新紀） 先ほど谷口委員のご意見の中で、昼からの芽室町での視察、議運

で行かしてもらうっていうことの中で、それを受けて定数を議員報酬について改めて

議論と受け取ったんですけれども、議運で今回行く中では、この問題の判断基準にす

るための視察というふうには、あまり考えてないつもりですけども、これはこれとし

て、その上で議運の中で、当初から出ていたモニター制度であったりとか、議員の学

校話題になっていたものについて、そういうような議会改革というか、町民との接点

という部分について、もっともっと必要だよね。そういうことをやるべきだよねって

いうような視点の中で、今回企画させてもらってというふうなことであるんですが、

もちろん、責任持って視察に行かしてもらってそれを還元することは、当然責務だと
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思っていますけれども、このあり方、定数と議員報酬に、直接結びつけるような、何

かこう判断をしていただくためのものを持って帰れるかって言ったら、ちょっと違う

かなと思っているんですけど、どんなことをご期待いただいて発言なのか伺いたいと

思います。 

〇委員長（中橋友子） 谷口委員。 

〇委員（谷口和弥） この議論に、報酬定数問題に生かすことを期待したいんです。 

いいですか。 

議員報酬の資料や、各地の議員の定数についての資料と、ほぼ同時期に、議会モニ

ターや、議会、議員学校の資料は、事務局から提出されたと聞いています。それらが

結局生かされないまま、議会運営委員会の皆さんには、結局、さほど目にとまらなか

った、議論にはなったというふうに言っているから今議運に預けてるんだけども、目

にとまらなかったんではないかなというふうに推察します。というのは、この特別委

員会になって、私がこのことを提唱しなかったらは、議会モニター、議員学校という

のは議論になってないんです。それは違う。私が述べたからなったんであって、それ

ははっきり違う。 

それで、要は、本質的な議論とかとはちょっとずれてるところからいってるなとい

う気がする。何が住民の合意のために必要かということの議論が、十分でなかったな

というふうに感じているので、そこの部分で、住民の合意を作るのに、どうしたらい

いかということを、学んできて欲しい。それが、この報酬や定数に関わって大事な部

分じゃないかなと思うからです。 

以上です。 

小田委員。 

〇委員（小田新紀） いやわかりました。おっしゃっていることはわかりました。 

それで、1 点だけは、議会運営委員会の委員の皆さんの、名誉のためにも申し上げ

ておきますけれども、それについては深く議論した。そして真剣に受けとめたってい

うことは、議員の皆さんが、委員の皆さんが受けとめてたということについては間違

いないので、そこは認識しといていただきたいなというふうに思います。そして、今

谷口委員のおっしゃったことも、頭に入れながら、昼からの視察は行って参りたいと

いうふうに思います。 

〇委員長（中橋友子） 谷口委員。 

〇委員（谷口和弥） 小田委員長の答弁は受け入れたいと思います。ただ、それを実施

するというところまでには至らなかったということではあったなということは、事実

として、議事録の中からも受けとめてもらいたい、そのように思うんですけどこれも

違いますか。 

〇委員長（中橋友子） 委員長としてまとめさせていただきます。議論の経過は、検証

も含めてきちっとさせていただいて、齟齬のないようにして、今後進めていきたい。 

その中には、今の提起もきちっと精査させていただきたいということで、本日の議論

をここで止めていただきたいと思います。 

よろしいですね。 

（はいの声あり） 

〇委員長（中橋友子） それでは、次回につきましては、副委員長と相談してなんです

が、ちょっと短いですが、５日予定していただけますか。 

５日午後１時 30 分。圧倒的に皆さん駄目。短い期間ではありますので、一応予定して
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ください。詳細は副委員長と事務局と相談させていただいて、連絡させていただくよ

うにします。５日ということで仮予定立てておいていただければと思います。 

よろしいですか。 

（はいの声あり） 

〇委員長（中橋友子） それでは、大変長くなりました。 

以上をもって本日の特別委員会終了したいと思います。 

（閉会 11：44） 

 


